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様式第14はじめに

 本手引きは、様式第14「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の申請について操作説明した資料です。

 動作環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。
〇 Windows ：Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge
〇 macOS ：Google Chrome, Firefox, Safari

 アップロード可能なファイルの拡張子は以下の通りです。
 pdf、zip、doc、docx、xls、xlsx、png、bmp、jpg、jpeg、heic、gif
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様式第14様式第14の提出の流れ

1．システムに申請情報を入力し「提出する」ボタンを押下

2．システムで事業者の入力内容を確認、
             「補助金事務局へ提出する」ボタンを押下

【様式14 事業効果および賃金引上げ等状況報告の提出の流れ】

 様式14提出期間の1か月前と提出月に合計2回、

様式14の提出お知らせメールが届きます。申請システムより様式14を提出。

 商工会では事業者の申請情報がシステム内で確認できます。

事業者様 商工会凡例： 全国事務局

3．システムで事業者の入力内容を確認、審査を行い
            通知を行うことで審査完了通知が事業者へ送付
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様式第14

【ログイン】

① 下記URLへアクセスしてください。
https://www.jizokuka-portal.info/

② 採択を受けた回数を選択し、「ログインして申請を開始する」を押下します。

③ GビズIDとパスワードを入力しログインします。

④ 「ログイン」を押下してください。

ログイン

※ログインが上手くいかない場合は、
 03-6628-4181（電子申請システムの操作に係るお問い合わせ窓口）へ
 お問合せください。

②

③

④

https://www.jizokuka-portal.info/
https://www.jizokuka-portal.info/
https://www.jizokuka-portal.info/
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様式第14申請を提出する（1/4）

①

【申請を提出する】

① マイページから「実績報告を参照する」を押下します。

② 報告内容確認のページが開きます。

③ 「各種申請等」より「事業効果および賃金引上げ等状況報告」の
 「申請する」を押下します。

③
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様式第14

【申請を提出する】

④ 「事業効果および賃金引上げ等状況報告書入力」画面が開きます。

⑤ 報告日は、入力いただいた日をご選択ください。

⑥ (3) は、補助事業終了後の進捗・展開状況、
 (4) は、補助事業終了から1年間の事業成果(概要)について記載します。

⑥

申請を提出する（2/4）

⑤
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様式第14

【申請を提出する】

⑦ 補助事業終了後の金額は円単位で入力します。

⑧ 賃金引上げ枠などで採択された方は「事業場内最低賃金」を報告する項目が
 必須となりますのでご記載ください。

⑨ 証拠書類の提出を全国事務局から求められた場合は添付します。
 ※添付は必須ではありません。

⑩ 入力が完了したら「次へ」を押下します。
⑧

申請を提出する（3/4）

⑦

⑨

⑩
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様式第14申請を提出する（4/4）
【申請を提出する】

⑪ 画面が入力内容確認画面に切り替わります。

⑫ 入力内容を「事業者情報」から確認いただき、
 修正が無ければ「提出する」のボタンを押下してください。

⑬ 「戻る」を押下すると、内容を修正することが可能です。

⑭ 最終確認が表示され「ＯＫ」を押下すると、商工会への申請が完了です。

⑮ 完了後、登録アドレスに申請完了メールが送付されますのでご確認ください。

⑫

⑭
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様式第14差戻しを受けた場合（1/2）
【商工会から差戻しを受けた場合】

① 差戻しがあった際は、メールにてご確認いただけます。
 通知メールが来ましたらご対応をお願いいたします。

② マイページの「関連する申請」より「商工会からのコメント」を押下することで、
 差戻しの内容確認ができます。

③ 申請を修正する際は、「申請種別」の青文字を押下します。

④ 「申請を修正する」から修正が可能です。
7ページからの申請方法を参照し、修正内容を上書きをして
再度ご提出ください。

⑤ 完了後、登録アドレスに申請完了メールが送付されますのでご確認ください。

②③

④
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様式第14差戻しを受けた場合（2/2）

【全国事務局から差戻しを受けた場合】

① 差戻しがあった際は、メールにてご確認いただけます。
 通知メールが来ましたらご対応をお願いいたします。

② マイページの「申請ステータス」が「差戻し」になっていることを確認します。
 

③ 申請を修正する際は、「申請種別」の青文字を押下します。

④ 「申請を修正する」から修正が可能です。
7ページからの申請方法を参照し、修正内容を上書きをして
再度ご提出ください。

⑤ 完了後、登録アドレスに申請完了メールが送付されますのでご確認ください。

④

②
③
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様式第14手続きにおける注意点

①申請時に紙申請をされている方は紙でのご提出、電子申請をされている方は電子でのご提出をお願いします。
 ※第16回以降は、電子申請のみです。

②提出の1か月前と提出月になりましたら、リマインドのメールがそれぞれ登録メールアドレスに届きます。
 証拠書類などが必要な方に、事前にご準備していただくためのご案内です。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【送付内容】
■題名
事業効果および賃金引上げ等状況報告書ご提出期間1か月前のお知らせ

■本文
事業効果および賃金引上げ等状況報告書ご提出期間の１か月前となりましたので、お知らせいたします。
持続化補助金ホームページの手引きを参考に
「様式第１４「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」」のご提出の準備をお願いいたします。
HP https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/info.html

なお、ご提出期間を迎えるまでは、申請システム上で事業効果および賃金引上げ等状況報告書のお手続きを進める
ことはできません。
つきましては、ご提出時に必要となる〈補助事業終了後の進捗・展開状況〉や、〈補助事業終了から１年間の事業
成果（概要）〉の作成、及び〈事業効果等状況報告期間の売上高・売上総利益〉の集計等のご準備をお願いいたし
ます。

※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、予めご了承ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

②1か月前メール文面

https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/info.html
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